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(57)【要約】
【課題】リール全体を大型化することなく十分なドラグ
力が得られ、メインドラグ及びサブドラグの調節操作性
の良い魚釣用スピニングリールを提供する。
【解決手段】魚釣用スピニングリールは、スプール軸３
ａに設置され、釣糸が巻回されるスプール３と、ハンド
ルの巻き取り操作で回転し、釣糸案内部を介してスプー
ル３に釣糸を巻回可能とするロータと、スプール３をド
ラグ作動状態とフリー状態に切換える切換機構２５と、
を有する。そして、ドラグ作動状態のドラグ力を調節す
るメインドラグ機構２０をスプール３の前方に、フリー
状態の回転抵抗力を調節するサブドラグ機構５０をスプ
ール３の釣糸巻回胴部３Ｃの後方に、それぞれ分離配置
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スプール軸に設置され、釣糸が巻回されるスプールと、ハンドルの巻き取り操作で回転
し、釣糸案内部を介して前記スプールに釣糸を巻回可能とするロータと、前記スプールを
ドラグ作動状態とフリー状態に切換える切換機構と、を有する魚釣用スピニングリールに
おいて、
　前記ドラグ作動状態のドラグ力を調節するメインドラグ機構をスプールの前方に、前記
フリー状態の回転抵抗力を調節するサブドラグ機構をスプールの釣糸巻回胴部の後方に、
それぞれ分離配置したことを特徴とする魚釣用スピニングリール。
【請求項２】
　前記サブドラグ機構の調節体は、スプールの釣糸巻回胴部の後方側で、スプール軸周り
に回転操作可能に配設されていることを特徴とする請求項１に記載の魚釣用スピニングリ
ール。
【請求項３】
　前記サブドラグ機構の摩擦作動体は、スプールの釣糸巻回胴部を規定する後フランジに
対して、所定の押圧力を持って圧接されるリング状の部材で構成されることを特徴とする
請求項１又は２に記載の魚釣用スピニングリール。
【請求項４】
　前記サブドラグ機構の摩擦作動体は、後フランジに圧接される圧接部が、スプールの巻
回胴部よりも径方向外側となるように設定されていることを特徴とする請求項３に記載の
魚釣用スピニングリール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スプールの回転に抵抗を与えるドラグ機構を設けた魚釣用スピニングリール
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　魚釣用スピニングリールの中には、釣糸が巻回されるスプールに回転抵抗を与えるドラ
グ機構を、作動状態（スプールに対してドラグ力が作用する状態）と、非作動状態（スプ
ールフリー状態；スプールが完全にフリーになる状態とサブドラグ機構によってドラグ力
が作用する状態を含む）とに切換える切換機構を備えたものが知られている。例えば、特
許文献１には、切換機構を、スプールとスプール軸との間に設けて、リール本体内におけ
る各種駆動機構系統の簡素化を図り、リール本体の小型・軽量化を可能にした魚釣用スピ
ニングリールが開示されている。
【０００３】
　この公知技術の切換機構は、スプールの前部中央に押しボタン式の操作部材を設け、こ
の操作部材を後方に向けて押圧操作することで、ドラグ作動状態の連結系統を解除してス
プールフリー状態に切換えるよう構成されている。また、この公知の魚釣用スピニングリ
ールは、ハンドルの回転操作に連動するロータの巻き取り方向の回転によって、スプール
フリー状態からドラグ作動状態に復帰させる復帰機構を備えている。
【特許文献１】特開平３－５３８３６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した構成の魚釣用スピニングリールでは、ドラグ作動状態におけるドラグ力の強弱
調節を行うドラグ機構（メインドラグ機構）や、スプールフリー状態におけるスプール回
転抵抗力の加減調節を行うサブドラグ機構は、スプールの前部中央に設けた押しボタン式
の操作部材の径方向外方にそれぞれ配設した構成のため、十分なドラグ力を維持、発揮で
きない。この場合、十分なドラグ力を確保するためには、スプールの前部に相応のドラグ
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機構の収容・配置スペースが必要となってしまい、スプール全体、つまりリール全体が大
型化してしまう。
【０００５】
　また、切換機構を構成する押しボタンに近接して、メインドラグ機構及びサブドラグ機
構の操作部が隣接して配設されているので、一方の調節体を操作するに際して他方の調節
体が邪魔になってしまい、ドラグ力（サブドラグ又はメインドラグ）の調節操作性に劣る
という問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に基づいてなされたものであり、スプールに回転抵抗を与える
ドラグ機構を作動状態から非作動状態に切換える切換機構を設けた魚釣用スピニングリー
ルにおいて、リール全体を大型化することなく十分なドラグ力が得られ、メインドラグ及
びサブドラグの調節操作性の良い魚釣用スピニングリールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、本発明に係る魚釣用スピニングリールは、スプール軸
に設置され、釣糸が巻回されるスプールと、ハンドルの巻き取り操作で回転し、釣糸案内
部を介して前記スプールに釣糸を巻回可能とするロータと、前記スプールをドラグ作動状
態とフリー状態に切換える切換機構と、を有しており、前記ドラグ作動状態のドラグ力を
調節するメインドラグ機構をスプールの前方に、前記フリー状態の回転抵抗力を調節する
サブドラグ機構をスプールの釣糸巻回胴部の後方に、それぞれ分離配置したことを特徴と
する。
【０００８】
　上記した構成の魚釣用スピニングリールでは、切換機構の切換操作によって、スプール
を、ドラグ作動状態（メインドラグ機構によるドラグ力調節が可能な状態）と、フリー状
態（サブドラグ機構によるドラグ調節が可能な状態）とに切換えることが可能となってい
る。前記メインドラグ機構は、前記サブドラグ機構と分離してスプールの前方に配置され
ているため、スプール前部のスペースをメインドラグ機構として使用することが可能とな
り、スプール全体、つまりリールを大型化することなく十分なドラグ力を発揮させること
が可能となる。
【０００９】
　また、メインドラグ機構のドラグ力調節体と、サブドラグ機構のドラグ調節体は、スプ
ールに対して分離配置することが可能になるため、両者を誤操作することがなく、ドラグ
力調節の操作性の向上が図れる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、スプールに回転抵抗を与えるドラグ機構を作動状態から非作動状態に
切換える切換機構を設けた構成において、リール全体を大型化することなく十分なドラグ
力が得られ、メインドラグ及びサブドラグの調節操作性の良い魚釣用スピニングリールが
得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る魚釣用スピニングリールの実施形態について、添付図面を参照して
説明する。
【００１２】
　図１から図１３は、本発明に係る魚釣用スピニングリールの一実施の形態を示す図であ
り、図１は、魚釣用スピニングリールの内部構成を示す図、図２は、図１の主要部を拡大
した図、図３は、図２のＡ－Ａ線に沿った断面図、図４は、図２のＢ－Ｂ線に沿った断面
図、図５（ａ）は、図２のＣ－Ｃ線に沿った断面図、図５（ｂ）は、図５（ａ）を矢印Ｄ
方向から見た図、図６は、図２のＥ－Ｅ線に沿った断面図、図７（ａ）は、図６のＦ－Ｆ
線に沿った断面図、図７（ｂ）は、変形例を示す図、図８は、図２のＧ－Ｇ線に沿った断
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面図（ドラグ作動状態）、図９は、図２のＧ－Ｇ線に沿った断面図（スプールフリー状態
）、図１０は、切換部材の操作部分の構成を示す図、図１１は、スプールフリー状態時に
おける継脱機構の状態を示す図、図１２（ａ）は、サブドラグ機構の主要部の拡大図であ
り、スプールに対する抵抗力が大きい状態を示す図、図１２（ｂ）は、スプールに対する
抵抗力が小さい状態を示す図、そして、図１３は、スプールをスプール軸から取り外した
状態を示す図である。
【００１３】
　魚釣用スピニングリールのリール本体１には、釣竿に装着されるリール脚１Ａが一体形
成されており、その前方には、回転可能に支持され、釣糸案内部２ａを装着した一対のア
ーム部２Ａを具備するロータ２と、ロータ２の回転運動と同期して前後動可能に支持され
、釣糸が巻回されるスプール３が配設されている。
【００１４】
　リール本体１内には、ハンドル軸（駆動軸）４が回転可能に支持されており、その突出
端部には、ハンドル５が取り付けられている。また、ハンドル軸４には、ハンドル軸４に
取り付けられ、内歯が形成されたドライブギヤ７と、このドライブギヤ７に噛合すると共
にハンドル軸４と直交する方向に延出し、内部に軸方向に延出する空洞部が形成されたピ
ニオンギヤ９とを備えた巻き取り駆動機構が係合している。
【００１５】
　前記ピニオンギヤ９は、軸受９ａ，９ｂを介してリール本体内に回転可能に支持されて
おり、その先端側において固定部材９ｃによって前記ロータ２を固定し、ロータ２を一体
回転するように連結している。そして、その空洞部には、ハンドル軸４と直交する方向に
延出し、先端側に前記スプール３を装着したスプール軸３ａが軸方向に移動可能に挿通さ
れている。また、前記ピニオンギヤ９には、スプール３（スプール軸３ａ）を前後往復動
させるための公知の往復動装置１０が係合している。
【００１６】
　前記往復動装置１０は、リール本体内に回転可能に支持され、スプール軸３ａと平行に
延出する螺軸（ウォームシャフト）１２と、前記スプール軸３ａの後部に回転不能で軸方
向移動可能に係合される摺動子１３とを備えている。前記螺軸１２の前端部には、前記ピ
ニオンギヤ９と噛合する連動歯車１５が設けられており、前記ハンドル５を回転操作する
ことで、螺軸１２は、前記ドライブギヤ７、ピニオンギヤ９及び連動歯車１５を介して回
転駆動される。そして、前記螺軸１２の周面には、軸方向に沿って螺旋状のカム溝１２ａ
が形成されており、このカム溝１２ａに、前記摺動子１３に収容保持された係合ピンが係
合することで、スプール軸３ａ（スプール３）は、ハンドル５の巻き取り操作により前後
に往復動される。
【００１７】
　また、リール本体１内には、ロータ２の逆回転を防止する逆転防止機構が設置されてい
る。この逆転防止機構は、公知のように、前記ピニオンギヤ９の外周側に設置される転が
り式の一方向クラッチ１６と、転がり式一方向クラッチの外輪の外周に回り止め固定され
たラチェット１７とを備えており、リール本体１の後方側に設置された切換レバー１８を
切換操作することで、リール本体１に支持されたストッパ１７ａを介してラチェット１７
を回転可能／回転不能状態に切換え、これによりロータ２を正逆転可能状態／逆転防止状
態に切換えるようになっている。
【００１８】
　上記した構成により、ハンドル５を巻き取り操作すると、ロータ２は、ドライブギヤ７
及びピニオンギヤ９を介して回転駆動され、かつ、スプール３は、ドライブギヤ７、ピニ
オンギヤ９及び往復動装置１０を介して前後方向に往復駆動され、スプール３には、回転
するロータ２の釣糸案内部２ａを介して均等に釣糸が巻回される。
【００１９】
　前記スプール３の前方側には、スプール３が釣糸繰り出し方向に回転した際、その回転
に制動力を付与するドラグ機構（メインドラグ機構）２０が設置されている。このメイン
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ドラグ機構２０は、スプール３の前端側に形成される内部空間領域（凹部３Ａ）内に設置
されており、スプール軸３ａに対して回転可能に外嵌され、後述するように切換機構によ
って固定状態に切換えられる筒軸２１と、スプール３と筒軸２１との間で所定の摩擦力を
作用させ、スプール３の回転に制動力を付与する制動部材２２とを備えている。
【００２０】
　前記制動部材２２は、一般的なドラグ機構と同様、スプール３の前端面に沿って回転可
能に支持された制動力調節用のツマミ（メインドラグ機構の調節体）２０Ａの回転操作に
よって軸方向に押圧され、その押圧力によって、スプール３の凹部３Ａの底面３Ｂに当て
付けられて、スプール軸３ａと共に固定状態となる筒軸２１との間で所望の制動力（ドラ
グ力）を生じさせる。すなわち、前記制動部材２２は、スプール３の内周面に一体的に固
定されるスプールワッシャ、筒軸２１の外面に一体的に固定される筒軸ワッシャ、及び両
ワッシャ間に介在される摩擦板（ライニング材）等を備えて構成されており、前記メイン
調節体２０Ａを回転操作することで、軸方向に移動可能なナット２０ａ及び付勢バネ２０
ｂを介して押圧体２３を制動部材２２に対して所望の押圧力で当接させる。
【００２１】
　これにより、筒軸２１が固定状態に切換えられたときにメイン調節体２０Ａを回転操作
することで、スプール３には、固定された状態の筒軸２１とスプール３との間に介在され
る制動部材２２によって、所望の制動力を作用させることが可能となり、また、前記筒軸
２１がフリー状態にされたとき、メインドラグ機構２０のドラグ力はフリー（スプールフ
リー状態）となる。
【００２２】
　なお、前記筒軸２１は、図１３に示すように、スプール３と一体となって、スプール軸
３ａに対して着脱することが可能となっている。具体的には、スプール軸３ａの前端部に
は、小径部３ｂが形成されており、この部分に、筒軸２１に設けられているリング状の板
バネ２１ａを係合させている。前記板バネ２１ａは、筒軸２１の先端部に付勢バネ２１ｃ
を介在させて設けられているプッシュボタン２１ｂを、付勢バネ２１ｃの付勢力に抗して
軸方向に押圧することで、プッシュボタン２１ｂの端部に形成されている傾斜部２１ｄを
介して径方向外方に拡げられるようになっている。すなわち、プッシュボタン２１ｂを押
圧操作することで、板バネ２１ａと小径部３ｂとの係合関係が解除され、スプール３は、
筒軸２１と共にスプール軸３ａから容易に取り外すことが可能となっている。
【００２３】
　前記筒軸２１は、切換機構２５によって、スプール軸３ａに対して固定状態／フリー状
態に切換えられるようになっている。
【００２４】
　以下、切換機構２５の構成について説明する。　
　前記切換機構２５は、スプール３とスプール軸３ａとの間に設けられ、スプール３を、
ドラグ作動状態と非作動状態（スプールフリー状態）に切換えるように構成されていれば
良い。本実施形態では、以下に詳述するように、スプール３の後方に、リング状でスプー
ル軸周りに回転可能な切換部材２７を設け、スプール３のドラグ作動状態時に、切換部材
２７を回転操作することで、前記筒軸２１をスプール軸３ａに対してフリー状態に切換可
能とするよう構成されている。
【００２５】
　この場合、リング状に構成される切換部材２７の主要部は、スプール３の釣糸巻回胴部
３Ｃを規定する後フランジ３Ｄ（釣糸巻回胴部３Ｃは、後フランジ３Ｄと前フランジ３Ｅ
によって形成される）の後方側に配設されており、外観上、一般的に公知であるスプール
のスカート部分と同様な形状となるように構成されている。詳細には、切換部材２７は、
スプール３の後フランジ３Ｄの後方側で外部に露出するスカート状の円筒部２７Ａと、後
フランジ３Ｄと対向する対向面２７Ｂと、前記対向面２７Ｂから垂直に立ち上げられ、釣
糸巻回胴部３Ｃの内側に位置する小径円筒部２７Ｃとを備えており、スカート状の円筒部
２７Ａが、表面に露出して、実際にスプール状態をドラグ作動状態／非作動状態に切換操
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作する操作部となっている。
【００２６】
　前記切換機構２５は、さらに、切換部材２７を回転可能に保持する支持部材３０を備え
ている。
【００２７】
　前記支持部材３０は、スプール軸３ａに対して断面非円形状の嵌合孔３０ａによって回
り止め固定されると共に（図６参照）、スプール軸３ａに対して軸方向の移動が規制され
た固定部３０Ａと、固定部３０Ａからリール本体側に向けて延出し、スプール３の後フラ
ンジ３Ｄの後方側に位置する略円筒状に形成された円筒部３０Ｂとを備えている。
【００２８】
　前記切換部材２７は支持部材３０を覆うように形成されており、スプール軸３ａの前端
側から支持部材３０に被せた状態で、抜け止め支持部プレート３２を固定部３０Ａに対し
てビス３３で止めることで、切換部材２７は支持部材３０に対して抜け止め支持されてい
る。
【００２９】
　前記切換部材２７の対向面２７Ｂには、図６に示すように、その中央領域に円形の開口
２７ａが形成されており、その周囲に円弧状の開口２７ｂが周方向に所定間隔をおいて３
箇所形成されている。前記円形の開口２７ａには、支持部材３０の固定部３０Ａが嵌合し
ており、前記円弧状の開口２７ｂには、固定部３０Ａに形成された回動規制部３０ｂが位
置している。この回動規制部３０ｂは、切換部材２７の円弧状の開口２７ｂに周方向に対
して遊度を持って嵌合しており、これにより、切換部材２７は、周方向（Ｄ１／Ｄ２方向
）に対して所定の角度だけ回動操作可能となっている。
【００３０】
　なお、図において、矢印Ｄ１方向は、メインドラグ機構２０のＯＮ状態からＯＦＦ状態
への切換え作動方向であり、矢印Ｄ２方向は、メインドラグ機構２０のＯＦＦ状態からＯ
Ｎ状態への切換え作動方向を示している。
【００３１】
　前記支持部材３０と前記筒軸２１との間には、継脱機構４０が設置されており、支持部
材３０と筒軸２１との連結状態を継脱するようにしている。この場合、本実施形態の継脱
機構４０は、支持部材３０の固定部３０Ａに対してビス４１によって回動可能に支持され
るストッパ４２と、ストッパ４２が継脱可能なラチェット４３とを備えている。
【００３２】
　前記ストッパ４２は、図２、図４及び図６に示すように、スプール軸３ａに沿った面内
で回動可能となっており、スプール軸３ａに対して回転可能に配置されるラチェット４３
に対して継脱されるようになっている。本実施形態では、ラチェット４３に対して継脱さ
れるストッパ４２は、図２及び図４に示すように、１８０°間隔で２箇所設置されている
（ストッパ４２は１箇所のみであっても良い）。また、それぞれのストッパ４２は、固定
部３０Ａに支持されるにあたり、一方向バネ４４によって、常時、ラチェット４３に継合
する方向に付勢された状態となっている。
【００３３】
　前記ラチェット４３は、抜け止め支持プレート３２の表面部に設置されるワッシャ４５
を介在させて配置されており、前記筒軸２１に対して係合状態となる連結部４３ａに対し
てビス４３ｂによって固定されている（ラチェット４３と連結部４３ａは、別体として構
成されているが、両者は一体化された構成であっても良い）。この場合、連結部４３ａの
筒軸側には、図５に示すように、径方向に沿って突出した係合部４３ｃが一体形成されて
おり、この係合部４３ｃは、筒軸２１の端部に形成された径方向凹溝２１ｆに係合される
ようになっている。すなわち、スプール３を、スプール軸３ａに対して装着すると、径方
向凹溝２１ｆが係合部４３ｃと係合し、筒軸２１と連結部４３ａ（ラチェット４３）は、
一体化されるようになっている。
【００３４】
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　なお、前記抜け止め支持プレート３２には、ストッパ４２が回動可能となるように、図
４に示すように、ストッパ４２を挿通させる長孔３２ａが形成されている。
【００３５】
　上記した一対のストッパ４２は、支持部材３０の固定部３０Ａに支持されており、一方
向バネ４４によって、常時、ラチェット４３に係合していることから、ラチェット４３は
回転ができない固定状態に維持されている。このため、ラチェット４３に係合する筒軸２
１も固定状態となっており、上述したように、スプール３に対してメインドラグ機構２０
のドラグ力を作用させることが可能な状態となっている。
【００３６】
　各ストッパ４２は、前記切換部材２７の回動操作によって、一方向バネ４４の付勢力に
抗して離反させることが可能となっている。すなわち、図２及び図３に示すように、固定
部３０Ａに対してビス４１によって回動可能な各ストッパ４２には、係合突起４２ａが一
体形成されており、この係合突起４２ａは、切換部材２７の小径円筒部２７Ｃに形成され
た傾斜開口２７ｃから露出された状態となっている。このため、切換部材２７を図３の矢
印Ｄ１方向に回動操作すると、係合突起４２ａは、図３の鎖線で示すように、傾斜開口２
７ｃの傾斜面によって強制的に押下げられ、各ストッパ４２は、一方向バネ４４の付勢力
に抗して回動され、ラチェット４３から離反する（筒軸２１は、フリー状態に切換えられ
る）。
【００３７】
　上記したように、切換部材２７は、図６に示すように、Ｄ１／Ｄ２方向に回動操作する
ことで、ストッパ４２とラチェット４３を継合／離脱させ、筒軸２１を固定状態／フリー
状態に切換えできようになっている。この場合、継合／離脱位置を規定する切換え位置を
保持できるように、保持機構を設けておくことが好ましい。
【００３８】
　この保持機構は、例えば、図６及び図７（ａ）に示すように、支持部材３０の円筒部３
０Ｂの表面領域に凹所３０ｄを形成し、ここに付勢バネ４７によって保持部材４８を保持
させておくと共に、切換部材２７の対向面２７Ｂに、切換え位置に対応して、周方向に２
箇所の係合孔２７ｄを形成することで構成可能である。すなわち、切換部材２７をＤ１／
Ｄ２方向に回動操作して切換え位置になったときに、保持部材４８が係合孔２７ｄと係合
することで、切換部材２７の切換え位置を保持させておくことが可能となる。
【００３９】
　なお、保持機構については、図７（ａ）に示す構成以外にも種々変形することが可能で
あり、例えば、図７（ｂ）に示すように、支持部材３０の円筒部３０Ｂの表面領域に凹所
３０ｄ´を形成しておき、ここに弾性変形する板バネ４８´を保持して、係合孔２７ｄと
係合させる構成であっても良い。
【００４０】
　また、切換部材２７を回動操作して、スプールの状態を切換えるに際しては、その状態
が、使用者にとって容易に把握できるように構成しておくことが好ましい。例えば、本実
施形態では、切換部材２７のスカート状の円筒部２７Ａの後端側に、周方向に沿って、所
定間隔で開口孔２７ｆが形成されており（図１０参照）、この開口孔２７ｆを介して、切
換部材２７の回動操作位置が目視によって把握できるよう構成されている。具体的には、
支持部材３０の円筒部３０Ｂの後端側外周面に、切換部材２７がドラグ作動状態となった
ときに、開口孔２７ｆを通して露出する色彩等が形成されており、切換部材２７を回動操
作して、スプールフリー状態となったとき、その色彩が視認できないようになっている。
【００４１】
　また、スプール３は、メインドラグ機構２０がＯＮ状態からＯＦＦ状態へ切換え操作さ
れた際、フリーに回転することが可能となっている。この場合、スプール３のフリー回転
に節度（クリック音での報知）が生じるように節度機構を設けておくことが好ましい。
【００４２】
　この節度機構は、例えば、図２及び図６に示すように、支持部材３０の円筒部３０Ｂの
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表面領域に凹所３０ｅを形成し、ここに付勢バネを介在させてクリックピン４９を軸方向
に向けて弾性保持させておくことで構成することが可能である。すなわち、前記切換部材
２７の対向面２７Ｂに、切換え操作範囲に沿って円弧状の溝２７ｅを形成してクリックピ
ン４９を挿通させ、このクリックピン４９を、スプール３の後フランジ３Ｄの裏面に周方
向に沿って形成された凹凸部３ｈ（図１３参照）に当接させることで、スプール３の回転
に節度を持たせる（クリック音の発生）ことが可能となる。
【００４３】
　また、スプール３の釣糸巻回胴部３Ｃの後方側（詳細には、釣糸巻回胴部３Ｃを規定す
る後フランジ３Ｄの後方側）には、スプール３がフリー回転状態に切換えられた際、スプ
ール３の回転に対して補助的にドラグ力を作用させるサブドラグ機構５０が配設されてい
る。このため、サブドラグ機構５０は、上述したメインドラグ機構２０とは、構造的に関
連することはなく、分離した位置に配設されている。
【００４４】
　以下、サブドラグ機構５０の構成について説明する。　
　サブドラグ機構５０は、前記切換部材２７のスカート状の円筒部２７Ａの内側で円筒状
に構成され、円筒部２７Ａの内周面に沿ってスプール軸周りに回転操作可能な操作部（サ
ブドラグ機構の調節体）５１と、調節体５１を回転操作した際、その回転操作量に応じて
、スプール３に対して直接、摩擦力を作用させる可動押圧体（摩擦作動体）５３とを備え
ている。
【００４５】
　前記スカート状の円筒部２７Ａには、前記開口孔２７ｆの上方に、周方向に沿って調節
体５１を露出させるように操作開口２７ｇが形成されており（図１０参照）、この操作開
口２７ｇを介して調節体５１を把持して回転操作できるように構成されている。このため
、調節体５１の表面には、把持した指が滑らないように、ローレット等の高摩擦部５１ａ
を形成しておくことが好ましい。
【００４６】
　前記可動押圧体５３は、硬質樹脂等によって略リング状に形成されており、後フランジ
３Ｄの裏面に対して所望の押圧力によって圧接されるようになっている。本実施形態では
、図６に示すように、可動押圧体５３の圧接部５３ａは、周方向に沿って円弧状に３箇所
形成されており、可動押圧体５３は、圧接部５３ａが切換部材２７の対向面２７Ｂに形成
された円弧状の開口２７ｈを介して露出するように、支持部材３０の円筒部３０Ｂに保持
されている。すなわち、スプール３に対して、補助的に作用するドラグ力は、スプールの
後フランジ３Ｄに対して、直接作用する構成となっており、その圧接部５３ａは、好まし
くは巻回胴部３Ｂよりも径方向外側となるように設定されている。
【００４７】
　前記スプール軸周りに回転操作される調節体５１の内面には、軸方向に沿って突起５１
ｂが形成されており（形成個数については限定されない）、この突起５１ｂには、リング
状に形成された回転移動体５５が係合されている。この回転移動体５５は、その内面に雌
ネジ部５５ａが形成されており、この雌ネジ部５５ａは、支持部材３０の円筒部３０Ｂの
下方側外周面に形成された雄ネジ部３０ｆと螺合されている。
【００４８】
　前記可動押圧体５３は、Ｏリング５７を介在させた状態で、回転移動体５５から押圧力
が付与されるようになっている。すなわち、前記調節体５１を回転操作することで、回転
移動体５５は、雄ネジ部３０ｆと雌ネジ部５５ａとの螺合関係によって、回転しながら軸
方向に移動するようになっており、可動押圧体５３には、Ｏリング５７を介して回転移動
体５５から軸方向の力が作用する。これにより、調節体５１を回転操作することで、図１
２（ａ）及び（ｂ）に示すように、可動押圧体５３の後フランジ３Ｄに対する押圧力を調
節して、フリー状態にあるスプール３に対して所望のドラグ力を作用させることが可能と
なる。
【００４９】
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　また、調節体５１を回転操作する際、その回転に節度（クリック音での報知）が生じる
ように節度機構を設けておくことが好ましい。
【００５０】
　この節度機構は、例えば、図２に示すように、支持部材３０の円筒部３０Ｂの外周面領
域に凹所を形成し、ここに付勢バネを介在させてクリックピン５９を径方向外方に向けて
弾性保持させておくことで構成することが可能である。すなわち、回転移動体５５の内周
面に沿って、クリックピン５９が弾発付勢される凹凸部を形成しておくことで、調節体５
１の回転に節度を持たせる（クリック音の発生）ことが可能となる。
【００５１】
　上述したように、スプール３をドラグ作動状態からフリー状態に切換えるには、切換部
材２７を回動操作（図６；Ｄ１方向）して、ストッパ４２とラチェット４３の継合関係を
解除すれば良く、また、切換部材２７を逆向きに回動操作（図６；Ｄ２方向）することで
スプール３をフリー状態からドラグ作動状態に復帰させることが可能となる。
【００５２】
　本実施形態では、この復帰操作を、切換部材２７のＤ２方向への回動操作以外にも、ハ
ンドル５の釣糸巻き取り方向の回転操作によっても行えるように、復帰機構６０を配設し
ている。
【００５３】
　以下、復帰機構６０の構成について説明する。　
　本実施形態の復帰機構６０は、ロータ２に一体形成される一対のアーム部２Ａとスプー
ル軸３ａとの間に設置される公知の糸落ち防止部材（ラインガードとも称する）６１に関
連して設けられている。
【００５４】
　前記糸落ち防止部材６１は、前記スプール軸３ａに対して回転可能に支持されており、
前記一対のアーム部２Ａのそれぞれの内面側に形成された長手溝２ｄに係合する係合部６
２を具備して、ロータ２が回転した際、ロータ２と共に一体回転するようになっている。
また、糸落ち防止部材６１は、略リング状に形成された連動体６５に保持されている。こ
の場合、糸落ち防止部材６１は、連動体６５に対して、後述するノンデッドポイント機構
によって、周方向に相対移動可能に保持されている。
【００５５】
　前記連動体６５は、前記支持部材３０に対して、止めビス６４を介して支持部材３０に
固定されたリング状のリテイナ６４ａによって、回転可能に軸方向に抜け止め保持されて
いる。このため、連動体６５は、糸落ち防止部材６１と一体的にスプール軸３ａに対して
回転可能であり、糸落ち防止部材６１は、連動体６５と一体的になって、スプール軸３ａ
に対して軸方向に移動しないように保持されている。すなわち、糸落ち防止部材６１は、
連動体６５と共にスプール軸３ａの往復動に伴って軸方向に一体的に往復動し、かつスプ
ール３に巻回される釣糸がスプール３内に入り込むこと、及びスプール軸３ａに絡み付く
ことを防止している。
【００５６】
　前記連動体６５のスプール側表面部には、図８及び図９に示すように、周方向に沿って
復帰用突部６６が所定間隔をおいて６箇所形成されている。この復帰用突部６６は、ハン
ドルを釣糸巻き取り方向に回転操作した際、糸落ち防止部材６１と一体回転する連動体６
５と共に回転し、後述する復帰作動部材をキックする役目を有する。このため、復帰用突
部６６には、糸落ち防止部材６１の釣糸巻き取り方向（図８、及び図９の矢印Ｄ２方向）
側に、傾斜面６６ａが形成されている。
【００５７】
　一方、前記支持部材３０の円筒部３０Ｂの表面には、周方向に所定間隔をおいて３つの
復帰作動部材７０が支持されている。各復帰作動部材７０は、図２、図６及び図１３に示
すように、支軸７１を介して円筒部３０Ｂの表面に回動可能に支持されると共に、一方向
バネ７２によって、図６において、反時計回り方向に回動付勢されている。
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【００５８】
　また、復帰作動部材７０には、切換部材２７の対向面２７Ｂに向けて作動突起７０ａが
形成されており、この作動突起７０ａは、対向面２７Ｂに形成された作動孔２７ｋに係合
されている。この作動突起７０ａは、図６において、切換部材２７がＤ１方向に回動操作
された際（スプールフリー状態への切換操作）、作動孔２７ｋによって押圧され、一方向
バネ７２の付勢力に抗して時計回り方向に回動される。この状態で、作動突起７０ａの下
端部は、図８から図９に示すように、前記復帰用突部６６の回転軌跡内に入り込む。
【００５９】
　これにより、ハンドル５を巻き取り操作すると、糸落ち防止部材６１及び連動体６５は
、図９の矢印Ｄ２方向に回転するため、作動突起７０ａの下端部は、連動体６５に設けら
れた復帰用突部６６によってキックされ、前記対向面２７Ｂに形成された作動孔２７ｋを
介して、切換部材２７をＤ２方向に回転させて、スプール３をドラグ作動状態に自動復帰
させる。
【００６０】
　なお、図８及び図９に示すように、糸落ち防止部材６１と連動体６５との間に、周方向
付勢バネ７５を介在させることで、連動体６５は、糸落ち防止部材６１に対して所定範囲
、相対回転可能となっていることが好ましい。すなわち、これらの図に示すように、糸落
ち防止部材６１の内面側には、周方向に沿って所定間隔で円弧状の凹所６１ｃが形成され
ており、この凹所６１ｃ内に連動体６５の外周に突出形成された突片６５ｃを配設し、こ
こに周方向付勢バネ７５を介在させている。
【００６１】
　これにより、図６において、切換部材２７をＤ１方向に回動操作してスプールフリー状
態へ切換操作しようとした際、復帰用突部６６が作動突起７０ａの侵入位置に存在してい
ても、連動体６５は、周方向付勢バネ７５の付勢力に抗して回転可能となっているため、
切換部材２７の回動操作時において、切換操作が行い難くなること、すなわちデッドポイ
ントが生じることが防止される。
【００６２】
　以上のように構成される魚釣用スピニングリールの作用について説明する。
【００６３】
　通常、魚釣用スピニングリールは、ドラグ作動状態として使用される。このとき、スプ
ール３、すなわち繰り出される釣糸には、メインドラグ機構２０によって所定のドラグ力
が作用した状態となる。上述したように、ドラグ作動状態では、図２に示すように、ラチ
ェット４３に対してストッパ４２が係合状態にあり、筒軸２１は、固定された状態となっ
ている。このため、メイン調節体２０Ａを回転操作することで、固定された状態の筒軸２
１とスプール３との間に介在される制動部材２２によって、スプール３に対して所望の制
動力を作用させることが可能となる。
【００６４】
　前記メインドラグ機構２０が設置される部分には、従来のように、サブドラグ機構を径
方向内側に配設しないため、スプール（リール全体）を大型化することなく、また、スプ
ールの凹部３Ａ内に大径の摩擦部材を設置できるため、十分なドラグ力を維持、発揮させ
ることが可能となる。
【００６５】
　なお、上記したようなドラグ作動状態では、スカート部分（切換部材２７の円筒部２７
Ａ）に形成される開口孔２７ｆを通して色彩が視認できることから、操作者は、現在のス
プールの状態を容易に把握することが可能となる。
【００６６】
　そして、ドラグ作動状態からスプールフリー状態に切換えるべく、切換部材２７の円筒
部２７Ａを把持して回動操作すると（図３及び図６の矢印Ｄ１方向）、継脱機構４０を構
成するストッパ４２の係合突起４２ａは、切換部材２７の小径円筒部２７Ｃに形成された
傾斜開口２７ｃの傾斜面によって強制的に押下げられる。これにより、各ストッパ４２は
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、一方向バネ４４の付勢力に抗して回動され、ラチェット４３から離反し、筒軸２１はフ
リー状態に切換えられる（図１１参照）。このとき、スプール３は、フリー回転可能な状
態になるため、スプール３には、メインドラグ機構２０の制動力が作用しない状態となっ
ている。
【００６７】
　一方、このようなスプール３のフリー回転可能状態では、サブドラグ機構５０によって
補助的にドラグ力を作用させることが可能となっている。図１０に示すように、切換部材
２７の円筒部２７Ａに形成された操作開口２７ｇから露出している調節体５１を把持して
回転操作することで、回転移動体５５を介して可動押圧体５３は、後フランジ３Ｄの裏面
に対して所望の押圧力によって圧接される。
【００６８】
　図１２（ａ）は、サブドラグ機構５０によるドラグ力が小さい状態（可動押圧体による
圧接力が弱い状態）を示し、図１２（ｂ）は、サブドラグ機構５０によるドラグ力が大き
い状態（可動押圧体による圧接力が強い状態）を示している。
【００６９】
　このように、フリー状態にあるスプール３に対して、補助的に作用するドラグ力は、リ
ング状の部材を介してスプール３の後フランジ３Ｄに対して直接作用させる構成となって
いるため、制動部材となる可動押圧体５３の構成が簡略化され、スペースを効率的に利用
することが可能となる。また、可動押圧体５３による後フランジ３Ｄに対する圧接部５３
ａは、巻回胴部３Ｂよりも径方向外側となっているため、スプール３に対して安定したド
ラグ力を作用させることが可能となる。
【００７０】
　また、サブドラグ機構５０の調節体５１は、スプール３の後方側に配設されるため、メ
インドラグ機構２０の調節体２０Ａとの間で誤操作することがなくなり、ドラグ力の調節
操作性の向上が図れるようになる。特に、サブドラグ機構の調節体５１は、スプール３の
後方側（釣糸巻回胴部の後方側）において、スプール軸周りに回転操作可能に設置されて
いるため、その操作部が把持し易くなると共に容易に回転操作することができ、ドラグ力
の調節操作が行い易くなる。
【００７１】
　そして、上記したスプールフリー状態は、切換部材２７の円筒部２７Ａを把持して、図
３及び図６の矢印Ｄ２方向に回動操作することで、再び、ドラグ作動状態に復帰させるこ
とが可能である。すなわち、切換部材２７を矢印Ｄ２方向に回動操作することで、各スト
ッパ４２は、傾斜開口２７ｃによる規制が解除され、一方向バネ４４の付勢力によってラ
チェット４３と係合し、筒軸２１は固定状態に切換えられる。
【００７２】
　また、上記した切換部材２７の回動操作以外にも、ハンドル５を釣糸巻き取り方向に回
転操作しても、上述した復帰機構６０の作用によって、ドラグ作動状態に自動復帰させる
ことが可能である。すなわち、ハンドル５を釣糸巻き取り方向に回転操作することで、上
述したように、糸落ち防止部材６１、連動体６５、復帰作動部材７０等の作用によって、
スプールフリー状態からドラグ作動状態に自動復帰させることが可能となっている。
【００７３】
　このように、復帰機構６０は、スプール軸３ａと連動して前後動する糸落ち防止部材６
１に設けられる構成であるため、前後動するスプール３のストロークを考慮して前後動方
向に沿って長く形成する必要がなくなる。すなわち、復帰機構６０をスプール軸方向に沿
ってコンパクト化することが可能となり、スプール回りが大型・重量化するようなことは
ない。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。
【００７５】
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　本発明は、スプール３がフリー状態となったとき、スプールに対して補助的にドラグ力
を作用させるサブドラグ機構５０を、メインドラグ機構２０と分離してスプールの後方側
に配置されていれば良く、スプールをドラグ作動状態／フリー状態に切換える切換機構２
５の構成については適宜変形することが可能である。例えば、切換機構２５を構成する継
脱機構４０については、上述した実施形態のようなストッパとラチェット以外にも、転が
り式一方向クラッチを用いる等、種々変形することが可能である。また、切換部材２７や
支持部材３０の構成についても、上述した実施形態の構造に限定されることはなく、種々
変形することが可能である。
【００７６】
　さらに、上記した実施形態では、糸落ち防止部材を利用して復帰機構を設けたが、その
ような復帰機構を設置しない構成であっても良い。また、復帰機構は、糸落ち防止部材以
外の部材を用いて構成されていても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る魚釣用スピニングリールの一実施の形態を示す図であり、内部構成
を示す図。
【図２】図１の主要部を拡大した図。
【図３】図２のＡ－Ａ線に沿った断面図。
【図４】図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図。
【図５】（ａ）は、図２のＣ－Ｃ線に沿った断面図、（ｂ）は、図（ａ）を矢印Ｄ方向か
ら見た図。
【図６】図２のＥ－Ｅ線に沿った断面図。
【図７】（ａ）は、図６のＦ－Ｆ線に沿った断面図、（ｂ）は、変形例を示す図。
【図８】図２のＧ－Ｇ線に沿った断面図（ドラグ作動状態）。
【図９】図２のＧ－Ｇ線に沿った断面図（スプールフリー状態）。
【図１０】切換部材の操作部分の構成を示す図。
【図１１】スプールフリー状態時における継脱機構の状態を示す図。
【図１２】（ａ）は、サブドラグ機構の主要部の拡大図であり、スプールに対する抵抗力
が大きい状態を示す図、（ｂ）は、スプールに対する抵抗力が小さい状態を示す図。
【図１３】スプールをスプール軸から取り外した状態を示す図。
【符号の説明】
【００７８】
１　リール本体
２　ロータ
３　スプール
３Ｃ　釣糸巻回胴部
３Ｄ　後フランジ
３ａ　スプール軸
２０　メインドラグ機構
２０Ａ　調節体
２１　筒軸
２５　切換機構
２７　切換部材
３０　支持部材
４０　継脱機構
５０　サブドラグ機構
５１　調節体
５３　可動押圧体
６０　復帰機構
６１　糸落ち防止部材
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